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こ
の
証
票
を
携
帯
す
る
者
は
、
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
八
号)

に
よ
り
立
入
検
査
又
は
質
問
を
す
る
職
権
を
行
う
者
で
、
そ
の
関
係
条
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
八
号)

附
則
抜
粋 

第
二
条 

５ 

都
道
府
県
知
事(

保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
に
あ
っ
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
条
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。)

は
、
こ
の
条
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
の

管
理
権
原
者
等
に
対
し
、
当
該
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
報
告
を
さ

せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
に
立
ち
入
り
、
当
該
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
の
状
況
若

し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
又
は
質
問
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関

係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

  
 
 
 

写 
 
 
 
 

真 

写
真
面
及
び
職
員
の
証
面
に
は
、
所
属
庁
の
庁
印
を
押
す
も
の
と
す
る
。 

８
cm 
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号 

 
 
 
 
 
 
 
 

所 

属 

庁 

氏 
 
 
 

名 

生
年
月
日 

健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
八
号)

附
則
第
二
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
る
立
入
検
査
証 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

発 

行 

(

使
用
期
間
一
年) 

 

12cm 附
則
様
式
第
二
号(

附
則
第
二
条
第
九
項
関
係) 


